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台風時の服務について（職員用） 
 

１． 業務停止について 

    暴風（特別）警報等が沖縄本島南部地域に発令され、かつバスの運行が
停止した場合、校長から特に勤務を命じられた職員以外は業務停止とす
る。 

 

２． 業務再開について 

    暴風（特別）警報が解除になるか、バスの運行が再開された場合、業務
を再開する。正し、以下の点に留意すること。 

（１）暴風（特別）警報等の解除かバスの運行再開が１４時までの場合、業
務を再開する。業務再開時間については、HP に掲載する。 

（２）暴風（特別）警報等の解除およびバスの運行再開が１４時以降の場合、
引き続き業務停止とする。 

（３）業務の再開にあたり、通勤で安全等に問題がある場合は電話で校長
（学校）に連絡し指示を仰ぐものとする。 

 

校長が業務の停止措置をした場合、職員は特別休暇の手続きをと

るものとする。 
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